
第Ⅴ章 図書作成 

 

１ 設計図書 

  設計図書は、管理者が行う設計審査に必要な書類であるとともに、工事施工の際に基礎

となるものなので、明確かつ容易に理解できるものを作成すること。 

１．１ 設計図書の種類 

   給水装置工事の計画、施工に際しては、下記の図書を市指定の様式を用いて作成する 

  こと。 

  １ 見取図（「給水装置工事認可（申込）申請書（裏）」（施行規程様式第１号）） 

    申請箇所付近の状況等の位置を図示したもの 

  ２ メーター設置場所（「給水装置工事認可（申込）申請書（裏）」（施行規程様式第１

号）） 

    申請箇所敷地内においてメーター器を設置する箇所を図示したもの 

  ３ 平面図（「給水装置工事設計平面図・立面図（設計・変更・完成）」（施行規程様式

第４号）） 

    道路及び建築平面図に給水管の配管状況及び給水装置の設置位置を平面的に図示 

   したもの 

４ 立面図（「給水装置工事設計平面図・立面図（設計・変更・完成）」（施行規程様式

第４号）） 

    給水管の配管状況及び給水装置の設置位置を立体的に図示したもの 

５ 材料表（「給水装置工事使用材料一覧表（１次側・２次側）」（施行規程様式第５号）） 

   平面図及び立面図で示された給水管及び給水装置について、使用する材料を明記 

  したもの（１次側、２次側を分けて作成すること） 

 

１．２ 作図の条件 

  １ 正確、かつ簡単明瞭であること。 

  ２ 文字は明確に書き、日本文は楷書体、ローマ字は活字体とする。 

  ３ 文章は左横書きとする。 

  ４ 縮尺は図面ごとに記載する。 

  ５ 寸法の単位は、長さを「ｍ」、口径を「ｍｍ（呼び径）」とし、単位記号は付けない。

なお、長さの表記は小数第１位（小数第２位を四捨五入）までとする。 

  ６ 作図に当たっては必ず方位を記載し、北の方向を上にすることを原則とする。 

  ７ 作図に当たり、設計図書はペン書きまたは青写真でよいが、完成図書についてはペ

ン書きとする。なお、ＣＡＤを用いての作成も可とする。 

  ８ 各種配管については、次の色での記入を指定する。 
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     新設給水管：赤 

     既設給水管：青 

     既設配水管：青 

撤去給水管：青 

  ９ 設計図書に用いる図記号は、指定のものを使用すること。（表Ⅳ-１-１～５参照） 

１０ 平面図及び立面図を１枚に納めて作成する場合は、上側に平面図、下側に立面図を

配置するものとし、これらの向きは同一方向とすること。 

 

１．３ 作図 

  １ 見取図 

   （１）手書き等による作図または鮮明かつ正確な図の添付（貼付）により作成するこ

と。 

（２）方位は、原則として、図面上方を「北」とすること。 

   （３）縮尺は任意とするが、目安となる道路、河川、建築物（官公庁、学校、公園ま

たは大きな建物、橋梁等）等を図示すること。 

  ２ メーター設置場所 

   （１）方位は、原則として、図面上方を「北」とすること。 

（２）敷地の区画及び建築予定の建物等の外形を明記し、メーター器を設置する箇所

との位置関係が分かるよう作成すること。 

  ３ 平面図（図Ⅴ-１-１） 

     平面図には以下の内容を記載すること。 

（１）給水管の管種、口径、寸法及び位置 

（２）給水栓等給水用具の取付け位置 

（３）公私有地、隣接宅地との境界線 

（４）家屋等建物の外形 

（５）分水工事がある場合 

① 道路の種別（道路区分（国道、県道、市道、農道及び法定外道路）及び路線

名、歩車道区分、幅員、舗装種別等） 

② 給水管を分岐する配水管及び給水管等の管種、口径 

③ 各種埋設物（下水道管、農業用水管（畑かん）、ガス管、電気ケーブル、電

話ケーブル等）の種類、口径、埋設位置 

   （６）その他工事施工上必要とする事項（障害物の表示等） 

４ 立面図（図Ⅴ-１-２） 

  立面図は次の点に留意して記載すること。 

（１）立面図では、平面で表現することのできない給水管の配管状況及び給水装置の

設置位置を立体的に図示する。 
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   （２）立面図の立体化するための角度は通常４５°とし、被分岐管（配水管または給

水管）と同方向の給水管はすべて被分岐管と平行になるように図示する。また、

分岐した給水管の方向と同方向の給水管は、すべて分岐した給水管と平行にな

るように図示すること。 

   （３）平面図同様、以下の内容を記載すること。 

 ① 給水管の管種、口径、寸法及び位置 

② 給水栓等給水用具の取付け位置 

③ （分水工事がある場合）給水管を分岐する配水管及び給水管等の管種、口径 

５ 材料表（図Ⅴ-１-３） 

   材料表には以下の内容を記載すること（１次側、２次側を表裏に分けて作成す

ること）。 

（１）使用材料名 

   給水管、継手、給水用具の各名称を記載する。 

（２）規格 

   口径を記載する。 

（３）数量 

   使用数量を記載する。 

（４）基準適合証明方法 

   使用材料が適合している性能基準を記載する（性能基準については「第Ⅱ章  

  ２．２ 性能基準に適合する給水装置用材料」を参照）。 

（５）備考 

   使用材料のメーカー名等を記載する。 

（６）総敷設延長 

   敷設する給水管の総延長を記載する。 

（７）主管口径 

   主管となる給水管の口径を記載する（主にメーターから建物に入るまでの給 

  水管） 

（８）給水栓数 

   設置する給水用具の栓数を記載する。 

６ その他 

（１）平面図または立面図で表すことのできない部分は、別途詳細に図示した図面を

「詳細図」として作成・添付すること。 

（２）受水槽以下の装置は給水装置として該当しないが、設置場所、種類、栓数の把

握の為、配管図面（平面図）を作成・添付すること。 
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７ 表示記号 

（１）管種 

   給水管及び配水管の管種表示記号は、表Ⅴ-１-１による。 

 表Ⅴ-１-１ 給水管及び配水管の管種表示記号 

 

 

（２）工事別給水管 

工事別給水管の表示記号は、表Ⅴ-１-２による。 

  表Ⅴ-１-２ 工事別給水管表示記号 

名 称 新設給水管 既設給水管 撤去管及び埋殺し管 

線 種 実線 実線 実線を斜線で消す 

線 色 赤 色 青 色 実線は青色、斜線は赤色 

記入例  
 

 
 

 

 

（３）その他配管等 

   その他配管等の表示記号は、表Ⅴ-１-３による。 

 

 

表示記号 表示記号 表示記号

 

硬質塩化ビニ

ル

ライニング鋼

管

ＳＧＰ－ＶＡ

ＳＧＰ－ＶＢ

ＳＧＰ－ＶＤ

 
耐熱性硬質塩

化ビニルライ

ニング鋼管

ＳＧＰ－ＨＶ

Ａ  
ポリエチレン

粉体ライニン

グ鋼管

ＳＧＰ－ＰＡ

ＳＧＰ－ＰＢ

ＳＧＰ－ＰＤ

表示記号 表示記号 表示記号

 
硬質塩化ビニ

ル管
ＶＰ  

耐衝撃性硬質

塩化ビニル管

ＨＩＶＰ－Ｔ

Ｓ

ＨＩＶＰ－Ｒ

Ｒ

 
耐熱性硬質塩

化ビニル管
ＨＴＶＰ

表示記号 表示記号 表示記号

 
水道用ポリエ

チレン二層管
ＰＰ  

水道配水用ポ

リエチレン管
ＨＰＰＥ  

水道用架橋ポ

リエチレン管
ＸＰＥＰ

表示記号 表示記号 表示記号

 
水道用架橋ポ

リエチレン管
ＸＰＥＰ  

水道用ポリブ

テン管
ＰＢＰ  ポリブデン管 ＰＢＰ

表示記号 表示記号 表示記号

 
ダクタイル鋳

鉄管

ＤＩＰ－ＧＸ

ＤＩＰ－ＮＳ

ＤＩＰ－Ｋ

 鋳鉄管 ＣＩＰ  塗覆装鋼管 ＳＴＷＰ

表示記号 表示記号 表示記号

 
ステンレス鋼

鋼管
ＳＳＰ  

波状ステンレ

ス製鋼鋼管
ＣＳＳＰ  鋼管 ＣＰ

表示記号 表示記号

 
亜鉛めっき鋼

管
ＧＰ  

石綿セメント

管
ＡＣＰ

管種 管種 管種

管種 管種 管種

管種 管種 管種

管種 管種 管種

管種 管種

管種 管種 管種

管種 管種 管種
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表Ⅴ-１-３ その他配管等の表示記号 

名 称 既設配水管 
受水槽以下の 

新設給水管 
井水管 家屋、境界線 

線 種 二重線 破 線 実 線 実 線 

線 色 青 色 赤 色 緑 色 黒 色 

記入例  
 

 
 

  

 

（４）受水槽等 

   受水槽等の表示記号は、表Ⅴ-１-４による。 

   表Ⅴ-１-４ 受水槽等の表示記号 

 

 

（５）弁栓類等 

   弁栓類等の表示記号は、表Ⅴ-１-５による。 

表Ⅴ-１-５ 弁栓類その他の表示記号 
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図Ⅴ-１-１ 平面図・立面図の記載例 

 
図Ⅴ-１-２ 立面図の記載例 
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２ 完成図書 

完成図書は、管理者が行う完成検査に必要な書類であるとともに、給水装置の適切な維

持管理のために不可欠な資料であるため、明確かつ容易に理解できるものを作成するこ

と。 

２．１ 作図 

完成図書は、給水装置工事完成後、速やかに設計図書と現地との照合確認を行い、変更

点がある場合は、設計図書各種の訂正を行い作成すること。 
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